
本研修は研修義務化対象講座です（３単位） 

２０２６年（令和８年）１月１４日 

会 員 各 位 

大阪弁護士会 

        会 長   森 本  宏 

同 国際委員会 

委員長   西 原 和 彦 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【関西経済連合会との共催研修のご案内】 

ストーリーでわかる！国際紛争解決の実務と手続 

～契約条項ドラフティングから調停・仲裁まで～ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

平素は当会の諸活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、このたび、国際委員会では、関西経済連合会との共催で、標記研修会を開催させていただくことになりました。 

経済のグローバル化に伴い、クロスボーダー取引は企業規模を問わず日常的なものとなりました。しかし、法制度や商慣習

の異なる相手との取引には、常に予期せぬ紛争リスクが潜んでいます。トラブル発生時、国内特有の「あうんの呼吸」は通用

せず、現場での初動対応や手続選択を誤れば、企業の命運を左右する事態になりかねません。 

そこで本研修では、国際紛争解決をテーマに、契約段階でのドラフティングから、調停・仲裁へ移行した後の具体的な手続

までを、当事者の視点で追体験するストーリー形式で解説します。講師には、国際紛争解決のハブであるシンガポールの法律

事務所での実務経験もあり多くの国際紛争を扱っている弁護士が登壇します。単なる制度解説にとどまらず、有事に強い契約

条項の備えから、調停におけるハーバード交渉術を応用した戦略や、勝敗を分ける仲裁の現場実務について、事例を用いてポ

イントをわかりやすく解説します。 

ご多忙の折とは存じますが、この貴重な機会をお見逃しなく、下記の開催要領をご確認いただき、ぜひご参加いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

１． 開催日時 ２０２６年３月１２日（木）午後２時３０分～午後５時（午後２時～受付開始） 

 

２．開催場所 大阪弁護士会館２階２０３・２０４会議室 

 

３．講  師 河浪 潤 弁護士（大阪弁護士会 国際委員会委員／北浜法律事務所・外国法共同事業） 

 

４．定  員 会場 １００名（先着順）  

       ※Zoomウェビナーで同時配信いたします。 

５．申込期限  ２０２６年３月５日（木）まで    

６．参加方法 

（１）会場参加の場合 

下記のURL又は右のQRコードからお申込みください。 

https://forms.office.com/r/D2pTZ1HCm4 

 

【会場での参加にあたってのお願い】 

① 図書利用カードをご持参ください。入室時、退室時の２回、出席登録が必要です。 

② 開始１０分以降の入場、研修終了予定時刻前の退場（研修が終了予定時刻前に終了した場合を除く）、研修開始

から研修終了予定時刻までの間の合計１０分以上の離席は、受講としてカウントされませんのでご注意くださ

い。 

https://forms.office.com/r/D2pTZ1HCm4
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（２）ウェビナー参加の場合 

① 完全事前申込制です。 ＜申込期限＞：３月５日（木） 

下記のURL又は右のQRコードからお申込みください。 

   https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3eqpri4KTnmKpjgB3iSHpQ 

②「氏名」と「登録番号」を必ずご登録ください。 

※登録番号と氏名が正確に登録いただけませんと履修の確認ができず、単位認定ができないことになりますの

で、必ず正確にご登録をお願いいたします。 

③研修開始から研修終了予定時刻の間に１５分以上 接続できなかったとき（インターネットの不具合による通

信障害の場合や休憩時も含む）は履修が認定されません。 

④事前登録完了後、確認メールが届きます。メールに記載されているリンク先またはパスコードから、当日はご

参加ください。 

⑤申込期限までにお申込みの方には、お申込み時に入力されたメールアドレス宛に、前日までに配布資料を送信

いたします。研修当日、予め配布資料をダウンロードの上、指定された URLにアクセスして視聴ください。 

⑥当日の参加は、会員 1名に対し1アカウントでお願いします。 

⑦本研修の参加URLは転送や公開をしないでください。 

⑧録画・録音は禁止とさせていただきます。 

⑨単位認定については、所定の手続を経て認定されます。ご自身で会員専用サイトから『受講済申請』を行って

いただく必要はありません。また、ご自身の会員専用サイトの履修状況に単位が反映されるまでには、２週間程

度かかります。 

※本研修はeラーニング化を予定しておりますが、掲載時期は未定です。 

 

 

【その他留意事項】 

※WEB配信についてはインターネットを通じて配信のため、ご利用されるデバイスや通信環境により配信できない場合

や参加いただけない場合がありますので、予めご了承ください。これらの不具合について、主催者は責任を負わず、サ

ポート対応等も行いかねますので予めご了承ください。  

 

本研修に関するお問い合わせ先 

企画部企画二課 国際委員会担当事務局 達山 

TEL：06-6364-1371 ／ E-mail： m-tatsuyama@osakaben.or.jp 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3eqpri4KTnmKpjgB3iSHpQ
mailto:m-tatsuyama@osakaben.or.jp

